
（
国
民
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
」
に
、「
平
成
二
十
九
年
四
月
」

を
「
平
成
三
十
年
四
月
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
年
度

〇
・
〇
五
三

平
成
二
十
一
年
度

〇
・
〇
四
一

平
成
二
十
二
年
度

〇
・
〇
二
八

平
成
二
十
三
年
度

〇
・
〇
一
九

平
成
二
十
四
年
度

〇
・
〇
一
二

平
成
二
十
五
年
度

〇
・
〇
〇
六

平
成
二
十
六
年
度

〇
・
〇
〇
二

平
成
二
十
七
年
度

〇
・
〇
〇
一

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報

国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令

第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
表
中
「
二
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
八
、
一
〇
〇
円
」
に
、「
五
六
、
〇
〇
〇
円
」を「
五

六
、
三
〇
〇
円
」
に
、「
八
四
、
一
〇
〇
円
」
を
「
八
四
、
五
〇
〇
円
」
に
、「
一
一
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
二
、

七
〇
〇
円
」
に
、「
一
四
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
四
〇
、
九
〇
〇
円
」
に
、「
一
六
八
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
六
九
、

〇
〇
〇
円
」
に
、「
一
九
六
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
九
七
、
四
〇
〇
円
」
に
、「
二
二
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
二
五
、

六
〇
〇
円
」
に
、「
二
五
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
五
三
、
七
〇
〇
円
」
に
、「
二
八
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
八
一
、

八
〇
〇
円
」
に
、「
三
〇
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、「
三
三
六
、
六
〇
〇
円
」
を
「
三
三
八
、

三
〇
〇
円
」
に
、「
三
六
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
六
六
、
三
〇
〇
円
」
に
、「
三
九
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
九
四
、

五
〇
〇
円
」
に
、「
四
二
〇
、
六
〇
〇
円
」
を
「
四
二
二
、
七
〇
〇
円
」
に
、「
四
四
八
、
七
〇
〇
円
」
を
「
四
五
〇
、

九
〇
〇
円
」
に
、「
四
七
六
、
六
〇
〇
円
」
を
「
四
七
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、「
五
〇
四
、
七
〇
〇
円
」
を
「
五
〇
七
、

二
〇
〇
円
」
に
、「
五
三
二
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
三
五
、
六
〇
〇
円
」
に
、「
五
六
〇
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
六
三
、

七
〇
〇
円
」
に
、「
五
八
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
九
一
、
九
〇
〇
円
」
に
、「
六
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
二
〇
、

一
〇
〇
円
」
に
、「
六
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
四
八
、
二
〇
〇
円
」
に
、「
六
七
二
、
九
〇
〇
円
」
を
「
六
七
六
、

三
〇
〇
円
」
に
、「
七
〇
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
〇
四
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

政
令
第
百
十
三
号

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
平
成
二
十
九
年
四
月
」
を
「
平
成
三
十
年
四
月
」
に
、「
四
万
千
百
二
十
円
」
を
「
四
万
千
三
百
二

十
円
」
に
、「
五
万
千
四
百
円
」
を
「
五
万
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
年
三
月
以
前
の
月
分
の
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特
別

障
害
給
付
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
百
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
（
同
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
二
条
か
ら
第
十
三
条
の
二
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
百
十
五
号

国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
四
第
四
項
、
第
二
十
七
条
の
五
第

四
項
、
第
八
十
七
条
第
六
項
、
第
九
十
四
条
第
三
項
及
び
附
則
第
九
条
の
三
の
二
第
八
項
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
十
三
条
の
四
第
六
項
及
び
第
四
十
三
条
の
五
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附

則
第
十
七
条
の
四
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付

の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
）第
二
条
及
び
第
三
条（
こ

れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
関
係
法
律
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。



平
成
二
十
七
年
度

〇
・
〇
〇
一

平
成
二
十
七
年
度

〇
・
〇
〇
一

平
成
二
十
五
年
度

〇
・
〇
四
五

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報

（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
八
・
七
八
六
」
を
「
八
・
七
九
六
」
に
、「
八
・
二
七
六
」
を
「
八
・
二
八
五
」
に
、「
七
・
七
九
二
」
を

「
七
・
八
〇
一
」
に
、「
七
・
三
三
四
」
を
「
七
・
三
四
二
」
に
、「
六
・
八
九
九
」
を
「
六
・
九
〇
七
」
に
、「
六
・
四

八
七
」
を
「
六
・
四
九
五
」
に
、「
六
・
〇
九
七
」
を
「
六
・
一
〇
四
」
に
、「
五
・
七
二
七
」
を
「
五
・
七
三
四
」に
、

「
五
・
三
七
六
」
を
「
五
・
三
八
三
」
に
、「
五
・
〇
四
四
」
を
「
五
・
〇
五
〇
」
に
、「
四
・
七
二
九
」
を
「
四
・
七

三
五
」
に
、「
四
・
四
三
〇
」
を
「
四
・
四
三
六
」
に
、「
四
・
一
四
七
」
を
「
四
・
一
五
二
」
に
、「
三
・
八
七
九
」
を

「
三
・
八
八
四
」
に
、「
三
・
六
二
四
」
を
「
三
・
六
二
九
」
に
、「
三
・
三
八
三
」
を
「
三
・
三
八
八
」
に
、「
三
・
一

五
五
」
を
「
三
・
一
五
九
」
に
、「
二
・
九
三
八
」
を
「
二
・
九
四
二
」
に
、「
二
・
七
三
三
」
を
「
二
・
七
三
七
」に
、

「
二
・
五
三
八
」
を
「
二
・
五
四
二
」
に
、「
二
・
三
五
四
」
を
「
二
・
三
五
七
」
に
、「
二
・
一
七
九
」
を
「
二
・
一

八
二
」
に
、「
二
・
〇
一
三
」
を
「
二
・
〇
一
六
」
に
、「
一
・
八
五
六
」
を
「
一
・
八
五
九
」
に
、「
一
・
七
〇
七
」
を

「
一
・
七
一
〇
」
に
、「
一
・
五
六
六
」
を
「
一
・
五
六
九
」
に
、「
一
・
四
三
二
」
を
「
一
・
四
三
五
」
に
、「
一
・
三

〇
六
」
を
「
一
・
三
〇
八
」
に
、「
一
・
一
八
五
」
を
「
一
・
一
八
八
」
に
、「
一
・
〇
七
一
」
を
「
一
・
〇
七
四
」に
、

「
〇
・
九
六
三
」
を
「
〇
・
九
六
五
」
に
、「
〇
・
八
六
一
」
を
「
〇
・
八
六
三
」
に
、「
〇
・
七
六
四
」
を
「
〇
・
七

六
六
」
に
、「
〇
・
六
七
二
」
を
「
〇
・
六
七
四
」
に
、「
〇
・
五
八
五
」
を
「
〇
・
五
八
七
」
に
、「
〇
・
五
〇
二
」
を

「
〇
・
五
〇
四
」
に
、「
〇
・
四
二
四
」
を
「
〇
・
四
二
五
」
に
、「
〇
・
三
五
〇
」
を
「
〇
・
三
五
一
」
に
、「
〇
・
二

九
八
」
を
「
〇
・
二
九
九
」
に
、「
〇
・
二
四
八
」
を
「
〇
・
二
四
九
」
に
、「
〇
・
二
〇
〇
」
を
「
〇
・
二
〇
一
」に
、

「
〇
・
一
五
四
」
を
「
〇
・
一
五
五
」
に
、「
〇
・
一
三
七
」
を
「
〇
・
一
三
八
」
に
、「
〇
・
一
二
一
」
を
「
〇
・
一

二
二
」
に
、「
〇
・
一
〇
一
」
を
「
〇
・
一
〇
二
」
に
、「
〇
・
〇
八
三
」
を
「
〇
・
〇
八
四
」
に
、「
〇
・
〇
六
七
」
を

「
〇
・
〇
六
八
」
に
、「
〇
・
〇
五
二
」
を
「
〇
・
〇
五
三
」
に
、「
〇
・
〇
四
〇
」
を
「
〇
・
〇
四
一
」
に
、「
〇
・
〇

二
七
」
を
「
〇
・
〇
二
八
」
に
、「
〇
・
〇
一
八
」
を
「
〇
・
〇
一
九
」
に
、「
〇
・
〇
一
一
」
を
「
〇
・
〇
一
二
」に
、

「
〇
・
〇
〇
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
六
」
に
、「
〇
・
〇
〇
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
二
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令

第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
改
定
率
改
定
政
令
別
表
第
一
第
二
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
の
項
中
「
第
二
十
一
号
」

を
「
第
二
十
二
号
」
に
改
め
る
。

（
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
百

七
号
。
附
則
第
二
条
に
お
い
て
「
北
朝
鮮
拉
致
被
害
者
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
中
「
八
・
七
八
六
」
を
「
八
・
七
九
六
」
に
、「
八
・
二
七
六
」
を
「
八
・
二
八
五
」に
、「
七
・
七
九
二
」

を
「
七
・
八
〇
一
」
に
、「
七
・
三
三
四
」
を
「
七
・
三
四
二
」
に
、「
六
・
八
九
九
」
を
「
六
・
九
〇
七
」
に
、「
六
・

四
八
七
」
を
「
六
・
四
九
五
」
に
、「
六
・
〇
九
七
」
を
「
六
・
一
〇
四
」
に
、「
五
・
七
二
七
」
を
「
五
・
七
三
四
」

に
、「
五
・
三
七
六
」
を
「
五
・
三
八
三
」
に
、「
五
・
〇
四
四
」
を
「
五
・
〇
五
〇
」
に
、「
四
・
七
二
九
」
を
「
四
・

七
三
五
」
に
、「
四
・
四
三
〇
」
を
「
四
・
四
三
六
」
に
、「
四
・
一
四
七
」
を
「
四
・
一
五
二
」
に
、「
三
・
八
七
九
」

を
「
三
・
八
八
四
」
に
、「
三
・
六
二
四
」
を
「
三
・
六
二
九
」
に
、「
三
・
三
八
三
」
を
「
三
・
三
八
八
」
に
、「
三
・

一
五
五
」
を
「
三
・
一
五
九
」
に
、「
二
・
九
三
八
」
を
「
二
・
九
四
二
」
に
、「
二
・
七
三
三
」
を
「
二
・
七
三
七
」

に
、「
二
・
五
三
八
」
を
「
二
・
五
四
二
」
に
、「
二
・
三
五
四
」
を
「
二
・
三
五
七
」
に
、「
二
・
一
七
九
」
を
「
二
・

一
八
二
」
に
、「
二
・
〇
一
三
」
を
「
二
・
〇
一
六
」
に
、「
一
・
八
五
六
」
を
「
一
・
八
五
九
」
に
、「
一
・
七
〇
七
」

（
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険

制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金

保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す

る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二

十
九
年
度
に
」
を
「
平
成
三
十
年
度
に
」
に
、「
平
成
二
十
九
年
度
従
前
額
改
定
率
」
を
「
平
成
三
十
年
度
従
前
額
改

定
率
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
九
年
度
従
前
額
改
定
率
」
を
「
平
成
三
十
年
度
従
前
額
改
定
率
」
に

改
め
る
。

（
国
民
年
金
法
に
よ
る
改
定
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
民
年
金
法
に
よ
る
改
定
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
四
・
八
六
六
」
を
「
四
・
八
九
五
」
に
、「
四
・
五
七
一
」
を
「
四
・
五
九
九
」に
、「
四
・
二
一
六
」

を
「
四
・
二
四
二
」
に
、「
三
・
八
四
八
」
を
「
三
・
八
七
二
」
に
、「
三
・
六
六
六
」
を
「
三
・
六
八
九
」
に
、「
三
・

三
七
七
」
を
「
三
・
三
九
九
」
に
、「
三
・
一
六
四
」
を
「
三
・
一
八
五
」
に
、「
三
・
〇
〇
四
」
を
「
三
・
〇
二
四
」

に
、「
二
・
八
〇
三
」
を
「
二
・
八
二
二
」
に
、「
二
・
六
一
五
」
を
「
二
・
六
三
三
」
に
、「
二
・
三
五
六
」
を
「
二
・

三
七
三
」
に
、「
二
・
一
五
七
」
を
「
二
・
一
七
三
」
に
、「
二
・
〇
一
〇
」
を
「
二
・
〇
二
五
」
に
、「
一
・
六
九
五
」

を
「
一
・
七
〇
八
」
に
、「
一
・
一
八
七
」
を
「
一
・
一
九
八
」
に
、「
〇
・
九
五
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、「
〇
・

七
九
〇
」
を
「
〇
・
七
九
九
」
に
、「
〇
・
六
五
六
」
を
「
〇
・
六
六
四
」
に
、「
〇
・
五
八
九
」
を
「
〇
・
五
九
七
」

に
、「
〇
・
五
三
二
」
を
「
〇
・
五
四
〇
」
に
、「
〇
・
四
二
三
」
を
「
〇
・
四
三
〇
」
に
、「
〇
・
三
五
六
」
を
「
〇
・

三
六
三
」
に
、「
〇
・
三
一
九
」
を
「
〇
・
三
二
六
」
に
、「
〇
・
二
九
五
」
を
「
〇
・
三
〇
一
」
に
、「
〇
・
二
六
六
」

を
「
〇
・
二
七
二
」
に
、「
〇
・
二
四
一
」
を
「
〇
・
二
四
七
」
に
、「
〇
・
二
三
三
」
を
「
〇
・
二
四
〇
」
に
、「
〇
・

二
三
二
」
を
「
〇
・
二
三
八
」
に
、「
〇
・
二
二
四
」
を
「
〇
・
二
三
〇
」
に
、「
〇
・
一
九
六
」
を
「
〇
・
二
〇
二
」

に
、「
〇
・
一
六
〇
」
を
「
〇
・
一
六
六
」
に
、「
〇
・
一
二
三
」
を
「
〇
・
一
二
九
」
に
、「
〇
・
一
〇
五
」
を
「
〇
・

一
一
一
」
に
、「
〇
・
〇
九
一
」
を
「
〇
・
〇
九
七
」
に
、「
〇
・
〇
八
四
」
を
「
〇
・
〇
八
九
」
に
、「
〇
・
〇
八
三
」

を
「
〇
・
〇
八
八
」
に
、「
〇
・
〇
六
三
」
を
「
〇
・
〇
六
九
」
に
、「
〇
・
〇
五
七
」
を
「
〇
・
〇
六
二
」
に
、「
〇
・

〇
五
四
」
を
「
〇
・
〇
五
九
」
に
、「
〇
・
〇
三
九
」
を
「
〇
・
〇
四
五
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

を
「
一
・
七
一
〇
」
に
、「
一
・
五
六
六
」
を
「
一
・
五
六
九
」
に
、「
一
・
四
三
二
」
を
「
一
・
四
三
五
」
に
、「
一
・

三
〇
六
」
を
「
一
・
三
〇
八
」
に
、「
一
・
一
八
五
」
を
「
一
・
一
八
八
」
に
、「
一
・
〇
七
一
」
を
「
一
・
〇
七
四
」

に
、「
〇
・
九
六
三
」
を
「
〇
・
九
六
五
」
に
、「
〇
・
八
六
一
」
を
「
〇
・
八
六
三
」
に
、「
〇
・
七
六
四
」
を
「
〇
・

七
六
六
」
に
、「
〇
・
六
七
二
」
を
「
〇
・
六
七
四
」
に
、「
〇
・
五
八
五
」
を
「
〇
・
五
八
七
」
に
、「
〇
・
五
〇
二
」

を
「
〇
・
五
〇
四
」
に
、「
〇
・
四
二
四
」
を
「
〇
・
四
二
五
」
に
、「
〇
・
三
五
〇
」
を
「
〇
・
三
五
一
」
に
、「
〇
・

二
九
八
」
を
「
〇
・
二
九
九
」
に
、「
〇
・
二
四
八
」
を
「
〇
・
二
四
九
」
に
、「
〇
・
二
〇
〇
」
を
「
〇
・
二
〇
一
」

に
、「
〇
・
一
五
四
」
を
「
〇
・
一
五
五
」
に
、「
〇
・
一
三
七
」
を
「
〇
・
一
三
八
」
に
、「
〇
・
一
二
一
」
を
「
〇
・

一
二
二
」
に
、「
〇
・
一
〇
一
」
を
「
〇
・
一
〇
二
」
に
、「
〇
・
〇
八
三
」
を
「
〇
・
〇
八
四
」
に
、「
〇
・
〇
六
七
」

を
「
〇
・
〇
六
八
」
に
、「
〇
・
〇
五
二
」
を
「
〇
・
〇
五
三
」
に
、「
〇
・
〇
四
〇
」
を
「
〇
・
〇
四
一
」
に
、「
〇
・

〇
二
七
」
を
「
〇
・
〇
二
八
」
に
、「
〇
・
〇
一
八
」
を
「
〇
・
〇
一
九
」
に
、「
〇
・
〇
一
一
」
を
「
〇
・
〇
一
二
」

に
、「
〇
・
〇
〇
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
六
」
に
、「
〇
・
〇
〇
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
二
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。



第
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の

表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平
成
三
十
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で

〇
・
九
一
〇

別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
表
中 「

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で

平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
ま
で

平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で

〇
・
九
四
八

〇
・
九
四
九

〇
・
九
四
九
」

を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で

平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
ま
で

平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で

平
成
三
十
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で

〇
・
九
五
一

〇
・
九
五
二

〇
・
九
四
七

〇
・
九
四
七
」

に
改
め
、
同
表
第
九
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
の
表
中

「
平
成
二
十

平
成
二
十

平
成
二
十

七
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で

八
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
ま
で

九
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
七

〇
・
九
四
七
」

を
「
平
成
二

平
成
二

平
成
二

平
成
三

十
七
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で

十
八
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
ま
で

十
九
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で

十
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で

〇
・
九
四
九

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
四
五

〇
・
九
四
五
」

に
改
め
、同

「
平
成
二
十

平
成
二
十

平
成
二
十

八
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
ま
で

九
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で

〇
・
九
四
七

〇
・
九
四
七
」

を
「
平
成
二

平
成
二

平
成
二

七
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で

〇
・
九
四
六

平
成
三

十
七
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で

十
八
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
ま
で

十
九
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で

十
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で

〇
・
九
四
九

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
四
五

〇
・
九
四
五

に
改
め
、
別

表
第
一
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

」

表
第
二
十
一
号
中
「
以
後
」
を
「
か
ら
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中

二
十
二

昭
和
二
十
六
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者

被
保
険
者
で
あ
つ
た
月
が
属
す
る
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率

昭
和
三
十
三
年
三
月
以
前

一
四
・
七
五
八

昭
和
三
十
三
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
四
年
三
月
ま
で

一
四
・
四
四
〇

昭
和
三
十
四
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
五
年
四
月
ま
で

一
四
・
二
四
一

昭
和
三
十
五
年
五
月
か
ら
昭
和
三
十
六
年
三
月
ま
で

一
一
・
七
七
七

昭
和
三
十
六
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
七
年
三
月
ま
で

一
〇
・
八
九
〇

昭
和
三
十
七
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
八
年
三
月
ま
で

九
・
八
三
三

昭
和
三
十
八
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
九
年
三
月
ま
で

九
・
〇
二
八

昭
和
三
十
九
年
四
月
か
ら
昭
和
四
十
年
四
月
ま
で

八
・
二
九
九

昭
和
四
十
年
五
月
か
ら
昭
和
四
十
一
年
三
月
ま
で

七
・
二
六
一

昭
和
四
十
一
年
四
月
か
ら
昭
和
四
十
二
年
三
月
ま
で

六
・
六
七
一

昭
和
四
十
二
年
四
月
か
ら
昭
和
四
十
三
年
三
月
ま
で

六
・
四
九
〇

昭
和
四
十
三
年
四
月
か
ら
昭
和
四
十
四
年
十
月
ま
で

五
・
七
四
一

昭
和
四
十
四
年
十
一
月
か
ら
昭
和
四
十
六
年
十
月
ま
で

四
・
三
八
八

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
か
ら
昭
和
四
十
八
年
十
月
ま
で

三
・
八
〇
六

昭
和
四
十
八
年
十
一
月
か
ら
昭
和
五
十
年
三
月
ま
で

二
・
七
九
三

昭
和
五
十
年
四
月
か
ら
昭
和
五
十
一
年
七
月
ま
で

二
・
三
七
八

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報

第
二
条
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
九
年
度
及
び
平
成
三
十
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
及
び
平
成
三
十
一
年
度
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
、「
〇
・
九
七
六
」
を
「
〇
・
九
六
七
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
年
度
」
を
「
平
成
三
十
一
年
度
」
に
、「
〇
・
九
六
七
」
を
「
〇
・
九
六
五
」

に
改
め
る
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中
「
四
九
、

四
七
〇
円
」
を
「
四
九
、
〇
二
〇
円
」
に
、「
九
八
、
九
四
〇
円
」
を
「
九
八
、
〇
四
〇
円
」
に
、「
一
四
八
、
四
一
〇

円
」
を
「
一
四
七
、
〇
六
〇
円
」
に
、「
一
九
七
、
八
八
〇
円
」
を
「
一
九
六
、
〇
八
〇
円
」
に
、「
二
四
七
、
三
五
〇

円
」
を
「
二
四
五
、
一
〇
〇
円
」
に
、「
二
九
六
、
八
二
〇
円
」
を
「
二
九
四
、
一
二
〇
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
る
。



昭
和
五
十
一
年
八
月
か
ら
昭
和
五
十
三
年
三
月
ま
で

一
・
九
六
六

昭
和
五
十
三
年
四
月
か
ら
昭
和
五
十
四
年
三
月
ま
で

一
・
八
〇
七

昭
和
五
十
四
年
四
月
か
ら
昭
和
五
十
五
年
九
月
ま
で

一
・
七
一
三

昭
和
五
十
五
年
十
月
か
ら
昭
和
五
十
七
年
三
月
ま
で

一
・
五
四
二

昭
和
五
十
七
年
四
月
か
ら
昭
和
五
十
八
年
三
月
ま
で

一
・
四
六
九

昭
和
五
十
八
年
四
月
か
ら
昭
和
五
十
九
年
三
月
ま
で

一
・
四
一
八

昭
和
五
十
九
年
四
月
か
ら
昭
和
六
十
年
九
月
ま
で

一
・
三
六
三

昭
和
六
十
年
十
月
か
ら
昭
和
六
十
二
年
三
月
ま
で

一
・
二
九
〇

昭
和
六
十
二
年
四
月
か
ら
昭
和
六
十
三
年
三
月
ま
で

一
・
二
五
六

昭
和
六
十
三
年
四
月
か
ら
平
成
元
年
十
一
月
ま
で

一
・
二
二
六

平
成
元
年
十
二
月
か
ら
平
成
三
年
三
月
ま
で

一
・
一
五
二

平
成
三
年
四
月
か
ら
平
成
四
年
三
月
ま
で

一
・
〇
九
九

平
成
四
年
四
月
か
ら
平
成
五
年
三
月
ま
で

一
・
〇
六
九

平
成
五
年
四
月
か
ら
平
成
六
年
三
月
ま
で

一
・
〇
四
六

平
成
六
年
四
月
か
ら
平
成
七
年
三
月
ま
で

一
・
〇
二
六

平
成
七
年
四
月
か
ら
平
成
八
年
三
月
ま
で

一
・
〇
〇
五

平
成
八
年
四
月
か
ら
平
成
九
年
三
月
ま
で

〇
・
九
九
三

平
成
九
年
四
月
か
ら
平
成
十
年
三
月
ま
で

〇
・
九
八
〇

平
成
十
年
四
月
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
ま
で

〇
・
九
六
八

平
成
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
ま
で

〇
・
九
六
七

平
成
十
二
年
四
月
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
ま
で

〇
・
九
六
七

平
成
十
三
年
四
月
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
ま
で

〇
・
九
六
六

平
成
十
四
年
四
月
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
ま
で

〇
・
九
七
二

平
成
十
五
年
四
月
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
ま
で

〇
・
九
七
五

平
成
十
六
年
四
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

〇
・
九
七
六

平
成
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で

〇
・
九
七
八

平
成
十
八
年
四
月
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
ま
で

〇
・
九
七
八

平
成
十
九
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
ま
で

〇
・
九
七
五

平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で

〇
・
九
五
九

平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で

〇
・
九
七
一

平
成
二
十
二
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で

〇
・
九
七
六

平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
ま
で

〇
・
九
七
九

平
成
二
十
四
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
ま
で

〇
・
九
八
〇

平
成
二
十
五
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
ま
で

〇
・
九
八
二

平
成
二
十
六
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
ま
で

〇
・
九
五
四

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で

〇
・
九
四
九

平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
ま
で

〇
・
九
五
〇

平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で

〇
・
九
四
五

平
成
三
十
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で

〇
・
九
四
五

別
表
第
二
第
二
十
号
中
「
以
後
」
を
「
か
ら
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

二
十
一

昭
和
二
十
六
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者

被
保
険
者
で
あ
つ
た
月
が
属
す
る
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率

昭
和
三
十
三
年
三
月
以
前

一
四
・
五
六
七

昭
和
三
十
三
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
四
年
三
月
ま
で

一
三
・
九
〇
一

昭
和
三
十
四
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
五
年
三
月
ま
で

一
三
・
五
二
一

昭
和
三
十
五
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
六
年
三
月
ま
で

一
二
・
六
〇
二

昭
和
三
十
六
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
七
年
三
月
ま
で

一
〇
・
六
七
八

昭
和
三
十
七
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
八
年
三
月
ま
で

九
・
四
八
二

昭
和
三
十
八
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
九
年
三
月
ま
で

八
・
五
三
一

昭
和
三
十
九
年
四
月
か
ら
昭
和
四
十
年
四
月
ま
で

七
・
七
四
〇

昭
和
四
十
年
五
月
か
ら
昭
和
四
十
一
年
三
月
ま
で

七
・
三
一
六

昭
和
四
十
一
年
四
月
か
ら
昭
和
四
十
二
年
三
月
ま
で

六
・
三
九
六

昭
和
四
十
二
年
四
月
か
ら
昭
和
四
十
三
年
三
月
ま
で

六
・
〇
九
〇

昭
和
四
十
三
年
四
月
か
ら
昭
和
四
十
四
年
十
月
ま
で

五
・
三
四
九

昭
和
四
十
四
年
十
一
月
か
ら
昭
和
四
十
六
年
九
月
ま
で

四
・
二
六
〇

昭
和
四
十
六
年
十
月
か
ら
昭
和
四
十
八
年
九
月
ま
で

三
・
八
四
九

昭
和
四
十
八
年
十
月
か
ら
昭
和
五
十
年
三
月
ま
で

二
・
六
三
二

昭
和
五
十
年
四
月
か
ら
昭
和
五
十
一
年
七
月
ま
で

二
・
二
五
〇

昭
和
五
十
一
年
八
月
か
ら
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
ま
で

一
・
八
六
一

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報



昭
和
五
十
三
年
一
月
か
ら
昭
和
五
十
四
年
三
月
ま
で

一
・
七
六
六

昭
和
五
十
四
年
四
月
か
ら
昭
和
五
十
五
年
九
月
ま
で

一
・
七
〇
二

昭
和
五
十
五
年
十
月
か
ら
昭
和
五
十
七
年
三
月
ま
で

一
・
五
六
四

昭
和
五
十
七
年
四
月
か
ら
昭
和
五
十
八
年
三
月
ま
で

一
・
四
六
九

昭
和
五
十
八
年
四
月
か
ら
昭
和
五
十
九
年
三
月
ま
で

一
・
四
四
九

昭
和
五
十
九
年
四
月
か
ら
昭
和
六
十
年
九
月
ま
で

一
・
三
四
三

昭
和
六
十
年
十
月
か
ら
昭
和
六
十
一
年
三
月
ま
で

一
・
二
九
〇

別
表
第
三
昭
和
二
十
五
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者
の
項
中
「
以
後
」
を
「
か
ら
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日

ま
で
の
間
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

昭
和
二
十
六
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者

一
・
二
九
〇

（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
三
号
。
附
則
第
四
条
に
お
い
て「
年
金
給
付
遅
延
加
算
金
支
給
法
施
行
令
」

と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

平
成
三
十
年
度

昭
和
十
五
年
度

七
七
二
・
九
九
六

昭
和
十
六
年
度

六
五
〇
・
五
一
二

昭
和
十
七
年
度

六
三
五
・
八
六
四

昭
和
十
八
年
度

六
〇
九
・
〇
二
三

昭
和
十
九
年
度

五
六
九
・
一
一
五

昭
和
二
十
年
度

五
〇
一
・
三
〇
四

昭
和
二
十
一
年
度

四
四
二
・
七
三
一

昭
和
二
十
二
年
度

四
六
・
七
七
〇

昭
和
二
十
三
年
度

二
〇
・
三
二
六

昭
和
二
十
四
年
度

一
〇
・
六
七
三

昭
和
二
十
五
年
度

七
・
八
四
三

昭
和
二
十
六
年
度

七
・
八
四
三

昭
和
二
十
七
年
度

六
・
五
九
七

昭
和
二
十
八
年
度

六
・
二
三
五

昭
和
二
十
九
年
度

五
・
七
九
四

昭
和
三
十
年
度

五
・
三
七
九

昭
和
三
十
一
年
度

五
・
三
七
九

昭
和
三
十
二
年
度

五
・
三
六
〇

昭
和
三
十
三
年
度

五
・
一
六
九

昭
和
三
十
四
年
度

五
・
一
六
九

昭
和
三
十
五
年
度

五
・
一
〇
八

昭
和
三
十
六
年
度

四
・
八
九
五

昭
和
三
十
七
年
度

四
・
五
九
九

昭
和
三
十
八
年
度

四
・
二
四
二

昭
和
三
十
九
年
度

三
・
八
七
二

昭
和
四
十
年
度

三
・
六
八
九

昭
和
四
十
一
年
度

三
・
三
九
九

昭
和
四
十
二
年
度

三
・
一
八
五

昭
和
四
十
三
年
度

三
・
〇
二
四

昭
和
四
十
四
年
度

二
・
八
二
二

昭
和
四
十
五
年
度

二
・
六
三
三

昭
和
四
十
六
年
度

二
・
三
七
三

昭
和
四
十
七
年
度

二
・
一
七
三

昭
和
四
十
八
年
度

二
・
〇
二
五

昭
和
四
十
九
年
度

一
・
七
〇
八

昭
和
五
十
年
度

一
・
一
九
八

昭
和
五
十
一
年
度

〇
・
九
六
八

昭
和
五
十
二
年
度

〇
・
七
九
九

昭
和
五
十
三
年
度

〇
・
六
六
四

昭
和
五
十
四
年
度

〇
・
五
九
七

昭
和
五
十
五
年
度

〇
・
五
四
〇

昭
和
五
十
六
年
度

〇
・
四
三
〇

昭
和
五
十
七
年
度

〇
・
三
六
三

昭
和
五
十
八
年
度

〇
・
三
二
六

昭
和
五
十
九
年
度

〇
・
三
〇
一

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報



昭
和
六
十
年
度

〇
・
二
七
二

昭
和
六
十
一
年
度

〇
・
二
四
七

昭
和
六
十
二
年
度

〇
・
二
四
〇

昭
和
六
十
三
年
度

〇
・
二
三
八

平
成
元
年
度

〇
・
二
三
〇

平
成
二
年
度

〇
・
二
〇
二

平
成
三
年
度

〇
・
一
六
六

平
成
四
年
度

〇
・
一
二
九

平
成
五
年
度

〇
・
一
一
一

平
成
六
年
度

〇
・
〇
九
七

平
成
七
年
度

〇
・
〇
八
九

平
成
八
年
度

〇
・
〇
八
九

平
成
九
年
度

〇
・
〇
八
八

平
成
十
年
度

〇
・
〇
六
九

平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で

〇
・
〇
六
二

平
成
十
九
年
度

〇
・
〇
五
九

平
成
二
十
年
度

〇
・
〇
五
九

平
成
二
十
一
年
度

〇
・
〇
四
五

平
成
二
十
二
年
度

〇
・
〇
四
五

平
成
二
十
三
年
度

〇
・
〇
四
五

平
成
二
十
四
年
度

〇
・
〇
四
五

平
成
二
十
五
年
度

〇
・
〇
四
五

平
成
二
十
六
年
度

〇
・
〇
四
〇

平
成
二
十
七
年
度

〇
・
〇
一
三

平
成
二
十
八
年
度

〇
・
〇
〇
五

平
成
二
十
八
年
度

〇
・
〇
〇
五

平
成
二
十
七
年
度

〇
・
〇
〇
一

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報

別
表
中
「
七
六
九
・
一
四
五
」
を
「
七
七
二
・
九
九
六
」
に
、「
六
四
七
・
二
七
〇
」
を
「
六
五
〇
・
五
一
二
」に
、

「
六
三
二
・
六
九
五
」
を
「
六
三
五
・
八
六
四
」
に
、「
六
〇
五
・
九
八
八
」
を「
六
〇
九
・
〇
二
三
」に
、「
五
六
六
・

二
七
八
」
を
「
五
六
九
・
一
一
五
」
に
、「
四
九
八
・
八
〇
五
」
を
「
五
〇
一
・
三
〇
四
」
に
、「
四
四
〇
・
五
二
四
」

を
「
四
四
二
・
七
三
一
」
に
、「
四
六
・
五
三
二
」
を
「
四
六
・
七
七
〇
」
に
、「
二
〇
・
二
二
〇
」
を
「
二
〇
・
三
二

六
」
に
、「
一
〇
・
六
一
四
」
を
「
一
〇
・
六
七
三
」
に
、「
七
・
七
九
九
」
を
「
七
・
八
四
三
」
に
、「
六
・
五
五
九
」

を
「
六
・
五
九
七
」
に
、「
六
・
一
九
九
」
を
「
六
・
二
三
五
」
に
、「
五
・
七
六
〇
」
を
「
五
・
七
九
四
」
に
、「
五
・

三
四
七
」
を
「
五
・
三
七
九
」
に
、「
五
・
三
二
八
」
を
「
五
・
三
六
〇
」
に
、「
五
・
一
三
八
」
を
「
五
・
一
六
九
」

に
、「
五
・
〇
七
七
」
を
「
五
・
一
〇
八
」
に
、「
四
・
八
六
六
」
を
「
四
・
八
九
五
」
に
、「
四
・
五
七
一
」
を
「
四
・

五
九
九
」
に
、「
四
・
二
一
六
」
を
「
四
・
二
四
二
」
に
、「
三
・
八
四
八
」
を
「
三
・
八
七
二
」
に
、「
三
・
六
六
六
」

を
「
三
・
六
八
九
」
に
、「
三
・
三
七
七
」
を
「
三
・
三
九
九
」
に
、「
三
・
一
六
四
」
を
「
三
・
一
八
五
」
に
、「
三
・

〇
〇
四
」
を
「
三
・
〇
二
四
」
に
、「
二
・
八
〇
三
」
を
「
二
・
八
二
二
」
に
、「
二
・
六
一
五
」
を
「
二
・
六
三
三
」

に
、「
二
・
三
五
六
」
を
「
二
・
三
七
三
」
に
、「
二
・
一
五
七
」
を
「
二
・
一
七
三
」
に
、「
二
・
〇
一
〇
」
を
「
二
・

〇
二
五
」
に
、「
一
・
六
九
五
」
を
「
一
・
七
〇
八
」
に
、「
一
・
一
八
七
」
を
「
一
・
一
九
八
」
に
、「
〇
・
九
五
八
」

を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、「
〇
・
七
九
〇
」
を
「
〇
・
七
九
九
」
に
、「
〇
・
六
五
六
」
を
「
〇
・
六
六
四
」
に
、「
〇
・

五
八
九
」
を
「
〇
・
五
九
七
」
に
、「
〇
・
五
三
二
」
を
「
〇
・
五
四
〇
」
に
、「
〇
・
四
二
三
」
を
「
〇
・
四
三
〇
」

に
、「
〇
・
三
五
六
」
を
「
〇
・
三
六
三
」
に
、「
〇
・
三
一
九
」
を
「
〇
・
三
二
六
」
に
、「
〇
・
二
九
五
」
を
「
〇
・

三
〇
一
」
に
、「
〇
・
二
六
六
」
を
「
〇
・
二
七
二
」
に
、「
〇
・
二
四
一
」
を
「
〇
・
二
四
七
」
に
、「
〇
・
二
三
三
」

を
「
〇
・
二
四
〇
」
に
、「
〇
・
二
三
二
」
を
「
〇
・
二
三
八
」
に
、「
〇
・
二
二
四
」
を
「
〇
・
二
三
〇
」
に
、「
〇
・

一
九
六
」
を
「
〇
・
二
〇
二
」
に
、「
〇
・
一
六
〇
」
を
「
〇
・
一
六
六
」
に
、「
〇
・
一
二
三
」
を
「
〇
・
一
二
九
」

に
、「
〇
・
一
〇
五
」
を
「
〇
・
一
一
一
」
に
、「
〇
・
〇
九
一
」
を
「
〇
・
〇
九
七
」
に
、「
〇
・
〇
八
四
」
を
「
〇
・

〇
八
九
」
に
、「
〇
・
〇
八
三
」
を
「
〇
・
〇
八
八
」
に
、「
〇
・
〇
六
三
」
を
「
〇
・
〇
六
九
」
に
、「
〇
・
〇
五
七
」

を
「
〇
・
〇
六
二
」
に
、「
〇
・
〇
五
四
」
を
「
〇
・
〇
五
九
」
に
、「
〇
・
〇
三
九
」
を
「
〇
・
〇
四
五
」
に
、「
〇
・

〇
三
五
」
を
「
〇
・
〇
四
〇
」
に
、「
〇
・
〇
〇
八
」
を
「
〇
・
〇
一
三
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
死
刑
再
審
無
罪
者
に
対
し
国
民
年
金
の
給
付
等
を
行
う
た
め
の
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

死
刑
再
審
無
罪
者
に
対
し
国
民
年
金
の
給
付
等
を
行
う
た
め
の
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
八
十
号
。
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
死
刑
再
審
無
罪
者
特
例
法
施

行
令
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
八
・
七
八
六
」
を
「
八
・
七
九
六
」
に
、「
八
・
二
七
六
」
を
「
八
・
二
八
五
」に
、「
七
・
七
九
二
」

を
「
七
・
八
〇
一
」
に
、「
七
・
三
三
四
」
を
「
七
・
三
四
二
」
に
、「
六
・
八
九
九
」
を
「
六
・
九
〇
七
」
に
、「
六
・

四
八
七
」
を
「
六
・
四
九
五
」
に
、「
六
・
〇
九
七
」
を
「
六
・
一
〇
四
」
に
、「
五
・
七
二
七
」
を
「
五
・
七
三
四
」

に
、「
五
・
三
七
六
」
を
「
五
・
三
八
三
」
に
、「
五
・
〇
四
四
」
を
「
五
・
〇
五
〇
」
に
、「
四
・
七
二
九
」
を
「
四
・

七
三
五
」
に
、「
四
・
四
三
〇
」
を
「
四
・
四
三
六
」
に
、「
四
・
一
四
七
」
を
「
四
・
一
五
二
」
に
、「
三
・
八
七
九
」

を
「
三
・
八
八
四
」
に
、「
三
・
六
二
四
」
を
「
三
・
六
二
九
」
に
、「
三
・
三
八
三
」
を
「
三
・
三
八
八
」
に
、「
三
・

一
五
五
」
を
「
三
・
一
五
九
」
に
、「
二
・
九
三
八
」
を
「
二
・
九
四
二
」
に
、「
二
・
七
三
三
」
を
「
二
・
七
三
七
」

に
、「
二
・
五
三
八
」
を
「
二
・
五
四
二
」
に
、「
二
・
三
五
四
」
を
「
二
・
三
五
七
」
に
、「
二
・
一
七
九
」
を
「
二
・

一
八
二
」
に
、「
二
・
〇
一
三
」
を
「
二
・
〇
一
六
」
に
、「
一
・
八
五
六
」
を
「
一
・
八
五
九
」
に
、「
一
・
七
〇
七
」

を
「
一
・
七
一
〇
」
に
、「
一
・
五
六
六
」
を
「
一
・
五
六
九
」
に
、「
一
・
四
三
二
」
を
「
一
・
四
三
五
」
に
、「
一
・

三
〇
六
」
を
「
一
・
三
〇
八
」
に
、「
一
・
一
八
五
」
を
「
一
・
一
八
八
」
に
、「
一
・
〇
七
一
」
を
「
一
・
〇
七
四
」

に
、「
〇
・
九
六
三
」
を
「
〇
・
九
六
五
」
に
、「
〇
・
八
六
一
」
を
「
〇
・
八
六
三
」
に
、「
〇
・
七
六
四
」
を
「
〇
・

七
六
六
」
に
、「
〇
・
六
七
二
」
を
「
〇
・
六
七
四
」
に
、「
〇
・
五
八
五
」
を
「
〇
・
五
八
七
」
に
、「
〇
・
五
〇
二
」

を
「
〇
・
五
〇
四
」
に
、「
〇
・
四
二
四
」
を
「
〇
・
四
二
五
」
に
、「
〇
・
三
五
〇
」
を
「
〇
・
三
五
一
」
に
、「
〇
・

二
九
八
」
を
「
〇
・
二
九
九
」
に
、「
〇
・
二
四
八
」
を
「
〇
・
二
四
九
」
に
、「
〇
・
二
〇
〇
」
を
「
〇
・
二
〇
一
」

に
、「
〇
・
一
五
四
」
を
「
〇
・
一
五
五
」
に
、「
〇
・
一
三
七
」
を
「
〇
・
一
三
八
」
に
、「
〇
・
一
二
一
」
を
「
〇
・

一
二
二
」
に
、「
〇
・
一
〇
一
」
を
「
〇
・
一
〇
二
」
に
、「
〇
・
〇
八
三
」
を
「
〇
・
〇
八
四
」
に
、「
〇
・
〇
六
七
」

を
「
〇
・
〇
六
八
」
に
、「
〇
・
〇
五
二
」
を
「
〇
・
〇
五
三
」
に
、「
〇
・
〇
四
〇
」
を
「
〇
・
〇
四
一
」
に
、「
〇
・

〇
二
七
」
を
「
〇
・
〇
二
八
」
に
、「
〇
・
〇
一
八
」
を
「
〇
・
〇
一
九
」
に
、「
〇
・
〇
一
一
」
を
「
〇
・
〇
一
二
」

に
、「
〇
・
〇
〇
五
」
を
「
〇
・
〇
〇
六
」
に
、「
〇
・
〇
〇
一
」
を
「
〇
・
〇
〇
二
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。



平
成
二
十
五
年
度

〇
・
〇
四
五

（
政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
五
年
度

〇
・
〇
三
六

平
成
二
十
六
年
度

〇
・
〇
二
二

平
成
二
十
七
年
度

〇
・
〇
一
一

平成 年 月 日 金曜日 (号外特第 号)官 報

別
表
第
二
中
「
四
・
八
六
六
」
を
「
四
・
八
九
五
」
に
、「
四
・
五
七
一
」
を
「
四
・
五
九
九
」に
、「
四
・
二
一
六
」

を
「
四
・
二
四
二
」
に
、「
三
・
八
四
八
」
を
「
三
・
八
七
二
」
に
、「
三
・
六
六
六
」
を
「
三
・
六
八
九
」
に
、「
三
・

三
七
七
」
を
「
三
・
三
九
九
」
に
、「
三
・
一
六
四
」
を
「
三
・
一
八
五
」
に
、「
三
・
〇
〇
四
」
を
「
三
・
〇
二
四
」

に
、「
二
・
八
〇
三
」
を
「
二
・
八
二
二
」
に
、「
二
・
六
一
五
」
を
「
二
・
六
三
三
」
に
、「
二
・
三
五
六
」
を
「
二
・

三
七
三
」
に
、「
二
・
一
五
七
」
を
「
二
・
一
七
三
」
に
、「
二
・
〇
一
〇
」
を
「
二
・
〇
二
五
」
に
、「
一
・
六
九
五
」

を
「
一
・
七
〇
八
」
に
、「
一
・
一
八
七
」
を
「
一
・
一
九
八
」
に
、「
〇
・
九
五
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、「
〇
・

七
九
〇
」
を
「
〇
・
七
九
九
」
に
、「
〇
・
六
五
六
」
を
「
〇
・
六
六
四
」
に
、「
〇
・
五
八
九
」
を
「
〇
・
五
九
七
」

に
、「
〇
・
五
三
二
」
を
「
〇
・
五
四
〇
」
に
、「
〇
・
四
二
三
」
を
「
〇
・
四
三
〇
」
に
、「
〇
・
三
五
六
」
を
「
〇
・

三
六
三
」
に
、「
〇
・
三
一
九
」
を
「
〇
・
三
二
六
」
に
、「
〇
・
二
九
五
」
を
「
〇
・
三
〇
一
」
に
、「
〇
・
二
六
六
」

を
「
〇
・
二
七
二
」
に
、「
〇
・
二
四
一
」
を
「
〇
・
二
四
七
」
に
、「
〇
・
二
三
三
」
を
「
〇
・
二
四
〇
」
に
、「
〇
・

二
三
二
」
を
「
〇
・
二
三
八
」
に
、「
〇
・
二
二
四
」
を
「
〇
・
二
三
〇
」
に
、「
〇
・
一
九
六
」
を
「
〇
・
二
〇
二
」

に
、「
〇
・
一
六
〇
」
を
「
〇
・
一
六
六
」
に
、「
〇
・
一
二
三
」
を
「
〇
・
一
二
九
」
に
、「
〇
・
一
〇
五
」
を
「
〇
・

一
一
一
」
に
、「
〇
・
〇
九
一
」
を
「
〇
・
〇
九
七
」
に
、「
〇
・
〇
八
四
」
を
「
〇
・
〇
八
九
」
に
、「
〇
・
〇
八
三
」

を
「
〇
・
〇
八
八
」
に
、「
〇
・
〇
六
三
」
を
「
〇
・
〇
六
九
」
に
、「
〇
・
〇
五
七
」
を
「
〇
・
〇
六
二
」
に
、「
〇
・

〇
五
四
」
を
「
〇
・
〇
五
九
」
に
、「
〇
・
〇
三
九
」
を
「
〇
・
〇
四
五
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
北
朝
鮮
拉
致
被
害
者
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
北
朝
鮮
当
局
に

よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
被
害
者
が
帰
国
し
最
初
に
本
邦
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
十
一
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
給
付
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
民
年
金
法
に
よ
る
改
定
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

平
成
三
十
年
三
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
（
付
加
年
金
を
除
く
。）、
厚
生
年
金

保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）

附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
、
同
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保

険
給
付
及
び
同
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁

業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
移
行
農
林
共
済
年
金
及
び
同
条
第
六
項
に
規

定
す
る
移
行
農
林
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
及

び
同
法
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
年
金
給
付
並
び
に
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め

の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
」と
い
う
。）附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
、

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
、
障
害
共
済
年
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
、
障
害
共
済
年
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
八
条
第

三
項
に
規
定
す
る
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
並
び
に
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九

条
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
年
金
給
付
遅
延
加
算
金
支
給
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
前
に
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に

関
す
る
法
律
第
二
条
（
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
当
該
記
録
し
た
事
項
の
訂
正
に
係
る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
き
支
払
う
も
の

と
さ
れ
る
保
険
給
付
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
の
額

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す

る
法
律
第
三
条
（
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）に
規
定
す
る
当
該
記
録
し
た
事
項
の
訂
正
に
係
る
給
付
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
き
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る

給
付
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
死
刑
再
審
無
罪
者
特
例
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
罪
に
つ
い
て
再
審
に
お
い
て
無
罪
の
言
渡
し
を
受
け
て
施
行
日
前
に
そ
の
判
決
が
確
定

し
た
場
合
に
お
け
る
死
刑
再
審
無
罪
者
に
対
し
国
民
年
金
の
給
付
等
を
行
う
た
め
の
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
給
付

金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
務
大
臣

上
川

陽
子

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

恩
給
法
に
よ
る
恩
給
改
定
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
百
十
六
号

恩
給
法
に
よ
る
恩
給
改
定
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

恩
給
法
に
よ
る
恩
給
改
定
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
大
臣

野
田

聖
子

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三


